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（目  的） 

第1条 パルシステム山梨市民活動助成金（以下、市民活動助成金という）は、地域社会において展開

する環境・福祉・平和・その他ボランティア及びＮＰＯ組織、ワーカーズ等の非営利市民活動

及び協働した地域生活者による自主的な起業活動に対し、パルシステム山梨が資金面で支援す

る制度です。 

  2.  パルシステム山梨の組織の枠をこえた自主的な市民活動を地域社会にひろげること、及びパ

ルシステム山梨の地域活動と非営利市民活動とのネットワークをひろげることを通じ、生協・

地域生活者協同による地域社会づくりに貢献することを目的とします。 

（市民活動助成金） 

第2条 市民活動助成金は、パルシステム山梨の年度事業が生み出す剰余金の処分による任意積立金と

します。 

  2. 市民活動助成金の規模は毎事業年度の決算・剰余金処分方針にもとづき、理事会が起案し、総

代会の議決承認を受けます。 

  3. 理事会は、当該年度助成限度総額を決定します。 

（運営委員会） 

第3条 理事会のもとに、パルシステム山梨市民活動助成金運営委員会（以下、運営委員会という）を

設置します。 

  2. 運営委員は、理事、有識者６名の範囲内で理事会にて選任し、理事長名により任命・委嘱しま

す。また、委員長は互選とします。 

  3. 委員の任期は 7月 1日から 1年間とし、再任をさまたげないものとします。 

  4. 運営委員会の役割は以下とします。 

(1) 助成団体の公募 

(2) 助成団体の選考・決定、及び理事会が決定する助成限度総額内での個別助成額の決定 

(3) 助成団体との覚書締結及び日常管理 

(4) 助成団体からの報告（会計報告含む）評価とりまとめと報告方法の提案 

(5) 上記(2)及び(4)の理事会への速やかな報告と提案 

  5. 運営委員会細則を別途定めます。 

（助成基準） 

第4条 助成の対象となる団体についての基準は以下とします。 

(1) 山梨県を主たる活動エリアとし、活動している団体又は活動を予定している団体であること。 

(2) 団体の規模及び法人格の有無は問いません。但し、営利団体、宗教団体及び政治団体と判断

される場合は除きます。 

  2. 助成金使途目的に関わる基準は以下とします。 

(1) 活動・事業に要する運営費用の一部。 

(2) 目的をもった物品の購入費用の全額又は一部。 



(3) 事業立ち上げに要する費用の一部。 

  3. 理事会が決定する助成限度総額の範囲での個別助成額に関わる基準は以下とします。 

（1） 助成団体数は 1事業年度 10 団体以内とし、連続 3回までとします。ただし、記念事業を行

う際には、別途、委員会にて定めることとします。 

（2） 個別助成額の上限は、30 万円の範囲で事業年度ごとに運営委員会で設定します。ただし、

記念事業を行う際には、別途、委員会にて定めることとします。 

（公  募） 

第5条 運営委員会は、毎事業年度 2月 1日～3月 31 日の 2ヶ月間を助成公募期間として受付を行いま

す。 

（選考・決定） 

第6条 助成団体の選考・決定は運営委員会が行います。 

  2. 運営委員会は、4月中に選考・決定を行い、選考・決定の判断要因を含めて理事会への報告し、

当該団体への通知、情報紙、ホームページ等への掲載を行います。 

  3. 助成団体は、運営委員会と覚書を締結し、覚書締結後、1ヶ月以内を目途に助成金を交付しま

す。運営委員会が、本規則の趣旨及び覚書の違反認定をした場合、当該団体に助成金の返還を

求めることがあります。 

（日常管理） 

第7条 運営委員会は、助成団体の活動・事業に対し、本規則及び覚書の趣旨に照らした必要な活動を

行います。 

（報  告） 

第8条 助成団体は、3月末日をもって会計報告を含む活動・事業報告をまとめ、4月末日までに運営委

員会に提出しなければなりません。 

  2. 運営委員会は、提出された報告にもとづき評価とりまとめを行い、5月中に理事会に報告する

ものとします。 

  3. 運営委員会は、理事会に報告会を含む報告方法の提案を行います。 

（改  廃） 

第9条 本規則の改廃は、運営委員会の協議を経て、パルシステム山梨理事会が行います。 

（施  行） 

第10条  本規則は、2002 年 7 月 26 日から施行します。 


